
　令和７年度熊本市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,042,316千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ427,211,128千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

　金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

議 第 244 号

令 和 7 年 9 月 8 日 提 出

令和７年度熊本市一般会計補正予算

熊 本 市 長 大 西 一 史
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第１表　歳入歳出予算補正　　　　　　　　（歳　　　　入）

 2,175,692 87,550 2,263,242

10 分 担 金 0 87,550 87,550

 100,378,529 1,324,026 101,702,555

10 国庫負担金 62,575,140 976,814 63,551,954

15 国庫補助金 37,239,060 347,212 37,586,272

 25,368,721 452,621 25,821,342

10 県負担金 19,434,531 3,750 19,438,281

15 県補助金 4,265,236 448,871 4,714,107

 6,588,502 701,500 7,290,002

10 基金繰入金 6,524,249 701,500 7,225,749

 2,009,031 64,319 2,073,350

10 繰 越 金 2,009,031 64,319 2,073,350

 34,734,200 1,412,300 36,146,500

10 市    債 34,734,200 1,412,300 36,146,500

  合　　　計 423,168,812 4,042,316 427,211,128

60 県支出金

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

45 分担金及び負担金

   

55 国庫支出金

   

   

90 市    債

   

       歳　　　入

   

   

75 繰 入 金

   

80 繰 越 金
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歳　　　　出）

 38,684,089 30,000 38,714,089

10 総務管理費 25,419,842 26,000 25,445,842

45 自治振興費 5,305,551 4,000 5,309,551

 170,087,287 106,400 170,193,687

25 災害救助費 14,464 106,400 120,864

 25,967,161 300,000 26,267,161

20 清 掃 費 10,266,281 300,000 10,566,281

 5,125,208 263,266 5,388,474

10 農林業費 2,152,952 263,266 2,416,218

 7,570,135 27,000 7,597,135

10 商 工 費 3,483,886 27,000 3,510,886

 42,867,133 578,300 43,445,433

10 土木管理費 1,929,345 508,300 2,437,645

25 都市計画費 7,251,815 70,000 7,321,815

 78,801,196 42,000 78,843,196

15 小学校費 28,986,362 300 28,986,662

20 中学校費 17,803,871 9,700 17,813,571

25 高等学校費 1,575,237 32,000 1,607,237

 3,408,442 2,695,350 6,103,792

 5 民生施設災害復旧 0 243,950 243,950

   費

10 農林施設災害復旧 3,900 889,900 893,800

   費

20 土木施設災害復旧 0 1,363,400 1,363,400

   費

30 教育施設災害復旧 0 198,100 198,100

   費

  合　　　計 423,168,812 4,042,316 427,211,128

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

45 土 木 費

15 総 務 費

   

   

20 民 生 費

   

25 衛 生 費

   

35 農林水産業費

   

40 商 工 費

   

   

   

   

55 教 育 費

   

   

   

60 災害復旧費

   

   

   

   

   

   

   

       歳　　　出
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第２表　債務負担行為補正
（追加分） （単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　間

令和７年大雨対策資金利子補給 令和7年度～令和13年度

限　度　額

貸付利息の70％以内とす
る
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第３表　地方債補正
（追加分） （単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利率 償還の方法

計 125,000

　
5.0％以内
ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る場合は､
利率の見
直しを
行った後
において
は、当該
見直し後
の利率

　
政府資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するとこ
ろによる。ただ
し市財政の都合
により繰上げ償
還することがあ
る。

民 生 施 設 災 害 復 旧 事 業 81,000

災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 44,000
　

普通貸借
又　は
証券発行
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（変更分） （単位：千円）

計 34,734,200 36,021,500

補正前に同じ

土木施設災害
復旧事業

324,000 1,211,900

教育施設災害
復旧事業

908,700 989,100

償還の
方　法

防災設備整備
事業

614,200
普通貸
借又は
証券発
行

5.0％
以内た
だし、
利率見
直し方
式で借
り入れ
る場合
は､利
率の見
直しを
行った
後にお
いて
は、当
該見直
し後の
利率

政府資金に
ついては、
その融資条
件により、
銀行その他
の場合には
その債権者
と協定する
ところによ
る。ただし
市財政の都
合により繰
上げ償還す
ることがあ
る。

640,200

農林水産業施
設災害復旧事
業

2,200 295,200

起債の目的
変　　更　　前 変　更　後

限度額
起債の
方　法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方　法

利
率
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